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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 株式会社　ＳＢＩ新生銀行

証券コード 8303

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 株式会社　整理回収機構

住所又は本店所在地
〒100-0005　

東京都千代田区丸の内３丁目４番２号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都千代田区丸の内３丁目４番２
号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式会社　整理回収機構　業務企画部　大伏　薫

電話番号 03-3213-7104

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（認可法人）

氏名又は名称 預金保険機構

住所又は本店所在地
〒100-0004　

東京都千代田区大手町１丁目９番２号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
東京都千代田区大手町１丁目９番２号

預金保険機構　金融再生部 企画管理課　豊田　祐一

電話番号 03-6262-6786

第３【共同保有者に関する事項】
１【共同保有者／１】

（１）【共同保有者の概要】

①【共同保有者】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 ＳＢＩ地銀ホールディングス株式会社

住所又は本店所在地 東京都港区六本木一丁目６番１号

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地
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②【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名
ＳＢＩホールディングス株式会
社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

財務部　鈴木　崇弘

電話番号 03-6229-2175

第４【訂正事項】
（１）【訂正される報告書の報告義務発生日】

令和5年5月12日

（２）【訂正内容】

令和5年5月19日提出の変更報告書No.6について、以下の箇所を訂正いたします。

・第２【提出者に関する事項】

　　２【提出者（大量保有者）／２】（６）当該株券等に関する担保契約等重要な契約

<訂正前>

該当なし

<訂正後>

提出者１および提出者２（以下「提出者ら」といいます。）は、令和５年５月１２日に、共同保有者１の親会社である SBI

ホールディングス株式会社（以下「SBIHD」といいます。）との間で、公的資金の取扱いに関する契約書に関する覚書（以

下「本覚書」といいます。）を締結し、本覚書において、提出者らは、SBIHDに対して、共同保有者１による発行者の非公

開化を目的とした発行者の普通株式を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について、発行者の取

締役会が賛同及び株主に対する応募の推奨の意見を決議及び公表しており、これが撤回又は変更されていないことを条件と

して、(i)本公開買付けに提出者らが保有する発行者株式の全てを応募しないこと、及び、(ii)本公開買付けの成立後に、

発行者の株主総会において上程される、発行者の株主を提出者ら及び共同保有者 1 のみとするための株式併合に関する議

案に対して賛成の議決権を行使することについて合意しております。　　
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